
相
馬
市
議
会
規
則
第
一
号

相
馬
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
四
日

相
馬
市
議
会
議
長

杉

本

智

美



相
馬
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
相
馬
市
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
相
馬
市
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
七
章 

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
（
百
六
十
五
条
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
八
章 

議
員
の
派
遣(

第
百
六
十
六
条) 

 
 
 
 
 
 
 

」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
、
「
第
八
章 

補
則
（
第
百
六
十
六
条
）
」
を
「
第
九
章 

補
則
（
第
百
六
十
七
条
）
」
に
改
め
る
。 

第
百
六
十
六
条
を
第
百
六
十
七
条
と
す
る
。 

第
八
章
を
第
九
章
と
す
る
。 

第
七
章
中
第
百
六
十
五
条
を
第
百
六
十
六
条
と
す
る
。 

第
七
章
を
第
八
章
と
し
、
第
六
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

第
七
章 

協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場 

（
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
） 

第
百
六
十
五
条 

法
第
百
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
審
査
又
は
議
会
の
運
営
に
関
し
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場

（
以
下
「
協
議
等
の
場
」
と
い
う
。
）
を
別
表
の
と
お
り
設
け
る
。 

２ 

前
項
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
等
の
場
を
臨
時
に
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
会
の
議
決
で
こ
れ
を
決
定
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
協
議
等
の
場
を
設
け
る
に
当
た
つ
て
は
、
名
称
、
目
的
、
構
成
員
、
招
集
権
者
及
び
期
間
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

協
議
等
の
場
の
運
営
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
別
に
定
め
る
。 

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。 

目
次
中
「
第
七
章 

議
員
の
派
遣(

第
百
六
十
五
条)

」
を 



別
表
（
第
百
六
十
五
条
関
係
） 

    

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 

広
報
広
聴
委
員
会 

名
称 

議
会
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
協
議 

目
的 

広
報
広
聴
委
員
会
委
員 

構
成
員 

委
員
長 招

集
権
者 


